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■本所 

山梨市上神内川 1348番地 

電話 0553（22）0806 

Fax  0553（23）1529 

■牧丘三富支所 

山梨市牧丘町窪平 267番地 

電話 0553（35）2250 

Fax  0553（35）4426 

地域密着！会員の皆様のために、 

商工会は行きます！聞きます！提案します！ 

 

 平成２６年１月から青色申告者だけ

でなく、白色申告している方も全ての

方が記帳をして、帳簿等の保存も必要

になります。 

 事業所得だけでなく、不動産所得等

の業務を行う全ての方が対象です。 

売上げなどの収入金額、仕入れやそ

の他の必要経費に関する事項を帳簿に

記載する必要があります。 

不明な点は商工会へ相談下さい。 

≪帳簿書類の保存期間≫ 

保存が必要なもの 
保存 

期間 

帳

簿 

収入金額や必要経費を記

載した帳簿 （法定帳簿） ７年 

業務に関して作成した上

記以外の帳簿（任意帳簿） ５年 

書

類 

決算に関して作成した棚

卸表その他の書類 
５年 

業務に関して作成し、又は

受領した請求書、納品書、

送り状、領収書などの書類 
５年 

 

商工会では牧丘地域の特産

品を使った新メニューの開発

に取り組んでいます。 

 今回使った素材は甲斐サー

モンと鹿肉、それに巨峰です。 

 近いうちに旅館や飲食店で

食べられるかも。お楽しみに！ 

↑甲斐サーモンのカルパ

ッチョ（巨峰パウダーを使

って味付け） 

←鹿肉の竜田揚げ（巨峰の

ワインに付け込んである） 

白色申告している方へ 


